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本資料で用いる法令等の省略形

1 1

「法」・・・「廃棄物の処理及び清掃に関する
法律」

「政令」・・・「廃棄物の処理及び清掃に関する
法律施行令」

「省令」・・・「廃棄物の処理及び清掃に関する
法律施行規則」

「条例」・・・「川崎市廃棄物の処理及び再生
利用等に関する条例」

「規則」・・・「川崎市廃棄物の処理及び再生利用
等に関する条例施行規則」

「細則」・・・「川崎市廃棄物の処理及び清掃に関
する法律及び浄化槽法施行細則」



廃棄物の定義
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ごみの排出者とその種類によって
いずれかに区別

一般廃棄物 産業廃棄物

廃棄物：占有者が自ら利用し、又は他人に
有償で売却できないために不要と
なったもの。（法第２条）



一般廃棄物と産業廃棄物

一般廃棄物
（家庭系）

事業者 家庭

２０種類以外

一般廃棄物
（事業系）

ごみの
排出者

ごみの
種類 全て法律で定める

２０種類

産業廃棄物
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一般廃棄物処理の仕組み

一
般
廃
棄
物

家庭系廃棄物
川崎市が
収集運搬
※一部委託 川崎市処理セン

ターにて処分
家庭系廃棄物

（一時多量ごみ）
許可業者が
収集運搬

本市処理センターにて
処分

事業系
一般廃棄物

排出事業者が
自己運搬

処理センター又は
処理業者にて処分

許可業者が
収集運搬

本市処理センター又は
処理業者にて処分

自治体によって処理の仕組みは異なります。
川崎市の場合・・・
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許可制度の概要

・一般廃棄物収集運搬業(１１２社)(令和６年１０月末時点)
事業系一般廃棄物を収集運搬することができる。
※一時多量ごみを取扱う場合、別途許可申請が
必要となります。

・一般廃棄物処分業（１社）(令和６年１０月末時点)

事業系一般廃棄物を処分することができる。

一般廃棄物処理業の許可は2種類あります。
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川崎市一般廃棄物処理業許可基準
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・市による一般廃棄物の処理が困難であること
・市の一般廃棄物処理計画に適合すること
・事業の用に供する施設が業を的確に、かつ継
続して行うことができる

・処理業を的確に、かつ継続して行うに足りる
知識及び技能を有している

・処理業を的確に、かつ継続して行うに足りる
経理的基礎を有している

（法第７条第５項第１号、第２号、第３号）

一般廃棄物の処理を業として行うためには、
以下の基準を満たす必要があります。
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一般廃棄物を他都市へ搬入できる場合
•一般廃棄物は、自区内（川崎市内）処理が原則

しかし、次のような場合には、他都市の承認を得たうえで、
一般廃棄物を他都市へ運搬することができます。

この場合、通常とは異なる手続きが必要になります。7



許可申請について

・新規許可申請…新たに業を行うために必要
許可の有効期限は2年間

・更新許可申請…許可の有効期間を過ぎた後も
引き続き業を行うために必要
有効期限が2年間延長

・変更許可申請…業の範囲を変更するために必要
一時多量ごみの申請は変更許可
に該当します

一般廃棄物処理業の許可申請は3種類あります。
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※一時多量ごみを扱うためには、一般廃棄物収集運搬業の
許可を2年以上継続して有し、本市処理施設への搬入実績が
あることなど、条件があります。



変更届について
次の項目に変更があった場合は、変更があった日から
１０日以内に変更届を提出しなければなりません。

・個人の氏名又は法人の名称
・役員、政令使用人、法定代理人
・運搬車両や駐車施設等の事業の用に供する
主要な施設、施設の設置場所

・事務所及び事業場の所在地
（法第７条の２第３項、細則第６条、第７条）

※登記事項証明書に係る変更の場合、30日以内に変更
届を提出してください。

※許可証に記載されている内容に変更が生じた場合は、
許可証の書換えを伴います。
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立入検査について

・立入検査の実施は法第１９条に規定されて
います。

・拒否した場合は事業停止等の行政処分及び
罰則規定（法第３０条）があります。

・主な確認事項
帳簿／委託契約書／管理票（Ｃ票の保管）
／車両／施設

法の遵守状況の確認及び、適正処理指導を行う
ために、立入検査を実施しております。
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帳簿の記載事項と保存

11

・事業場内に備え付けている。
・収集運搬業の場合：収集又は運搬年月日／収集区域又は

受入先ごとの量／運搬方法及び運搬
先ごとの運搬量

処分業の場合：受入又は処分年月日／受け入れた場合には、
受入先ごとの量／処分した場合には、処分
方法ごとの処分量／処分後の廃棄物の持出
先ごとの持出量

が記載されている。
・前月中における事項について毎月末までに記載を終了する。
・帳簿を１年ごとに閉鎖し、５年間事業場ごとに保存する。
（法第７条１５、１６項、省令第２条の５）

以下の要件を遵守する必要があります。
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実績報告書
・集められたデータは多量・準多量排出事業者
の認定に使われています。
排出事業者の住所を間違えると、認定通知が
正確に届きませんので、記入は正確にお願い
します。

・毎年事業系ごみの資源化率等が算出され、川
崎市一般廃棄物処理基本計画に反映されます。
データ作成に支障が生じますので、報告書の
ご提出は毎月欠かさずお願いいたします。
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実績報告書
前々月分の一般廃棄物処理実績報告書を毎月
１０日までにご提出ください。
例えば、１０月分の実績報告書は１２月１０日
までにご提出ください。

・実績がない場合も「実績なし」の報告が
必要です。

・実績の入力は正確にお願いします。
・すでに契約のない業者の記入は不要です。
（法第１８条、細則第１２条）
※実績報告書の記載例は「一般廃棄物処理業者
の手引」Ｐ３９〜４５をご確認ください。 13



廃棄物管理票

・指定処理施設の受付印がある廃棄物管理票
（Ｃ票）を保管している。

・その廃棄物管理票を搬入した日から５年間保存
している。

（条例第２７条の２、規則第１３条の２〜１０）

廃棄物管理票の使用義務がある排出事業者は多量
排出事業者（日量平均１００㎏以上又は月量平
均３ｔ以上）だけです。
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罰則（法第２５条〜３２条）
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次の違反行為を行った場合、５年以下の懲役も
しくは１０００万円以下の罰金又はこの併科が
科されます。（法２５条）

・無許可営業…無許可による廃棄物の収集運搬・処分

・無許可変更…無許可による廃棄物処理業の事業の範囲の
変更

・事業停止命令違反…法又は法に基づく処分に違反した
廃棄物処理業者の事業停止命令違反

・名義貸しの禁止違反…廃棄物処理業にかかる名義貸しの
禁止違反等 15



廃棄物処理法違反の事例
・産業廃棄物収集運搬業の許可を持っていない
許可業者が、一般廃棄物と産業廃棄物の混合
物を収集運搬した。

・一般廃棄物収集運搬業の許可（積替え保管な
し）を持っている事業者が、一般廃棄物を自社に
持ち帰り、２〜3日保管をしてから処分場へ運搬し
た。

無許可営業に該当（一般廃棄物の許可のみ
では産業廃棄物を収集運搬できません）

無許可変更に該当
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一般廃棄物処理業の手引の配布について（お知らせ）
ペーパーレスの観点により、紙での配布は行わず、各自HPからダウンロー
ドして使用していただく方針です。ご理解とご協力をお願いします。

URL〈https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000062414.html〉

拡大
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https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000062414.html

